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港湾・空港整備等に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務

特　　記　　仕　　様　　書

令　和　６　年　1　月
国土交通省　関東地方整備局



１．　 業務概要

２．　履行期間

３．　業務内容

計画準備
計画準備

協議・報告
協議・報告

沿岸気象海象の予測
広域における波浪等予測

沿岸域における波浪等予測

PC端末機等への情報提供
スマートフォンへのメール通報

波浪予測結果の解析・検討
潮位推算結果の解析・検討

成果物
業務完成図書作成

予測・推算結果の解析・検討

式 1
式 1

式 1

式 1 ナウファス観測地点予測
　　　　　　　　　　　　３地点

式 1 波浪ポイント予測　８港
台風時の高波予測　８港
台風時の潮位情報　８港
長周期波予測　２港

リアルタイム全国港湾海洋波
浪観測データ及び沿岸気象海
象情報の収集・配信

式 1
式 1

　本業務は、港湾・空港整備等に係る工程管理及び安全管理並びに防災対策を適切に実施するため、
国土交通省港湾局が提供するリアルタイムの全国港湾海洋波浪観測データ（以下「リアルタイム全国港
湾海洋波浪観測データ」という。）及び業務対象領域に関する沿岸気象海象にかかる詳細な情報を収
集・配信するとともに、各港湾及び空港が必要とする地形及び浅海域を考慮した精度の高い沿岸気象
海象の予測情報を得ることを目的とする。
　また、各種情報を当局が指定する職員が持つＰＣ端末機等（以下「ＰＣ端末機等」という。）に提供する
ものである。
　なお、本業務は入札前に配置予定管理技術者の経験及び能力、実施方針等、評価テーマに対する技
術提案を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札
方式の対象業務である。
　また、本業務は、以下に示す試行等の対象業務である。
・４０歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者（以下「技術指導者」という。）を配置
できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。
・受発注者間の業務の効率化を目的とした業務書類簡素化の試行業務である。

　令和６年４月１日から令和７年３月３１日までとする。

業　　　務　　　名　　　　称 業　　務　　内　　容 単位 数量 摘　　　　　　要
港湾・空港整備等に係る沿岸気象海象情報の予測情報等提供業務

式 1

回 3 事前協議１回
中間報告１回
最終報告１回
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４．　提供資料

５．　業務仕様
５－１　総　則
（１）

（２）

５－２　計画準備

５－３　協議・報告

５－４　沿岸気象海象の予測
（１）
（２）

（３）

（４）

５－５　リアルタイム全国港湾海洋波浪観測データ及び沿岸気象海象情報の収集・配信

（１）
①

（２） スマートフォンへのメール通報

①

②

③

５－６　予測・推算結果の解析・検討
（１）

（２）

６　成果物
６－１　成果物
（１） 業務完成図書のとりまとめ方法及び添付する資料については、調査職員と協議しなければならない。

ナウファス地点波浪予測、波浪ポイント予測、波浪実況、台風情報、地震情報、遠地地震情報、津
波情報、沖合津波観測情報、注意報・警報・特別警報、海上警報、気象情報、南海トラフ地震情
報、土砂災害警戒情報、河川洪水情報、火山情報、天気予報

　通報先は当局が指定する職員が持つスマートフォン１３０台程度を想定している。なお、通報先につい
ては調査職員の指示によるものとする。

　通報内容、通報先に変更がある場合は、調査職員の指示により、その都度設定変更を行うものとす
る。

波浪予測結果の解析・検討
　別表－１のうち、ナウファス地点波浪予測、波浪ポイント予測、長周期波予測及び台風時の高波予測
の結果については、波浪観測結果等との関係について解析し、予測精度の検討を行うこと。

潮位推算結果の解析・検討
　別表－１のうち、台風時の潮位情報については、潮位観測結果との関係について解析し、推算精度の
検討を行うこと。

　リアルタイム全国港湾海洋波浪観測データ

　本特記仕様書に定めのない事項については、「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書」（国土交通
省港湾局　令和５年３月）の定めによるものとする。

なお、共通仕様書の改訂により実施内容に変更が生じた場合は、調査職員と協議し実施するものとす
る。

「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書」に定める管理技術者資格表に関しては「気象・海象調
査」を適用する。

　業務に先立ち、事前に業務の目的及び内容を把握し、処理内容・方法及び遂行に必要な計画を立案
するものとする。

　本業務の遂行にあたっては、事前協議、中間報告１回、最終報告の計３回行うものとする。なお、業務
内容に変更が生じた場合、発注者と受注者が協議し業務実施上必要があると認められた場合は、履行
期間の末日までに変更契約を行うものとする。

　別表－１の情報を予測するものとする。
　別表－１の情報のうち、波浪予測、ナウファス地点波浪予測、波浪ポイント予測、長周期波予測につい
ては、第３世代波浪推算モデルを使用するものとする。

　別表－１の情報のうち、ナウファス地点波浪予測、波浪ポイント予測については、リアルタイム全国港
湾海洋波浪観測データを用いて補正を行うこと。

　別表－１の情報のうち、台風時の高波予測、台風時の潮位情報については、予想される複数の台風
進路に対し予測・推算を行うものとする。

　別表－１～別表－２の情報を、以下の条件により、ＰＣ端末機等に対し、安定的に提供するものとす
る。

ＰＣ端末機等への情報提供
　ＰＣ端末機及びスマートフォンを用いて別表－１及び別表－２のすべての情報を閲覧できるようにす
る。同時に閲覧できる人数は１３０人程度を想定している。

　以下の項目の中から、調査職員が指示する通報条件に合致した項目についてメール通報をするもの
とする。なお、項目数は１３個を想定している。
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７．　その他
（１）

（２）

（３）
（４）

（５）

（６） 技術提案
１）

２）

３） 技術提案書不履行の場合の措置

４） その他
　技術提案書に基づく業務料の変更は、行わないものとする。

（７） 配置技術者の確認について
１）

２）

①

②

３）

４) 

（８） 技術指導者について
１）

①

②
③

２）

（９） 契約内容の変更手続きについて

　管理技術者の他に、競争参加資格確認申請書に基づき技術指導者（担当技術者として配置）を配置
する場合は、技術指導者は次に掲げる①から③の項目を実施すること。

　定期的に管理技術者の指導を行うこと（１回／週程度）。ただし、技術指導者を含む複数の者が指
導を行うことを妨げない。なお、②の協議、報告、打ち合わせの際に調査職員が技術指導者より指導
状況を確認する。

　特記仕様書に記載された、発注者と行う全ての協議、報告、打ち合わせに出席すること。
　打合せ確認記録簿、履行報告書等の書類を確認し、管理技術者を指導すること。
　なお、その際、各書類に記名（署名または押印を含む）するものとする。

　技術指導者は、業務実績情報システム（テクリス）に担当技術者として登録するものとする。

　受注者は、業務計画書の業務組織計画等に配置技術者の立場・役割を明確に記載するものとする。
　なお、変更業務計画書において、業務組織計画等を変更する際も同様とする。

　業務実績情報システム（テクリス）に登録できる技術者については、以下の確認などにより、業務に携
わっていることを調査職員が確認できるものとし、業務完了までに、受発注者双方で確認の上、確定す
るものとする。

　業務打合せ（電話等打合せを含む）等において、調査職員と業務に関する報告・連絡・調整等を行
い、当該業務に携わっていることが明確な技術者

　現地作業又は内業が主となる技術者においては、作業を実施していることを写真等で確認できる者

　完了登録の「登録のための確認のお願い」のメール送信に加え、技術者本人の登録に関する認識の
確認のため、「登録のための確認のお願い」に個々の技術者の署名を付したものを別途調査職員に提
出する。なお、「登録のための確認のお願い」の技術者情報と同様の内容を記載し、署名を行った書面
を添付する場合も同等とみなす。

　　「リアルタイム全国港湾海洋波浪観測データ」に含まれる観測点と情報は、別表－３、別表－４を参
照するものとする。

　　（１）以外の沿岸気象海象にかかる詳細な情報の情報源については気象庁を基本とするが、気象庁
以外の情報源を用いる場合は調査職員と協議するものとする。

　リアルタイム全国港湾海洋波浪観測データの入手に係わる費用は、請負者が負担すること。
　本業務において、ＰＣ端末機へ別表－１及び別表－２の情報を提供するために国土交通省港湾局が
整備・運用している一般行政情報ネットワーク（以下「港湾ＷＡＮ」という。）を使用することができる。な
お、港湾ＷＡＮを使用する際の、セキュリティー確保については調査職員の承諾を得なければならない。

　本予測情報のシステムが、提供期間中に正常に動作しない場合、または異常なデータが提供された
場合等（利用上のトラブルおよび港湾ＷＡＮに起因するものは除く。）は、変更の対象とする。なお、原因
等については速やかに調査するとともに、正常なデータが提供されるようにするものとする。

　発注者は、業務計画書に記載された配置技術者のいずれかが当該業務に従事していないことが明ら
かとなった場合、指名停止等の措置を講ずることがある。また、配置技術者以外が業務実績情報システ
ム（テクリス）へ登録された場合についても同様とする。

　本業務における設計変更や契約変更を適正に行うため、協議及び指示を徹底するとともに、協議書及
び指示書等があるものを契約変更の対象とする。

　受注者の責により技術提案書の内容を満足する業務が行われない場合は、業務成績評定を減ずる
等の措置を行う。

　受注者は、入札時に提出した技術提案書の内容に基づき、適切に業務を遂行するものとする。
なお、反映する技術提案については、技術提案履行計画書を作成するものとする。

技術提案履行計画書

技術提案履行計画書の変更
　発注者の事情による条件の変更又は予期することができない特別な状態が生じたことにより、技術提
案が履行できない場合は、発注者と別途協議するものとする。協議の結果、発注者の承諾を得た場合
は、業務計画書の変更を行い、調査職員に提出するものとする。
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（１０）

（１１） 業務品質確保調整会議について

（１２）

　本業務は、円滑な業務の実施及び品質の確保を図ることを目的として、発注者及び受注者とその双
方の責任者が参加し、履行における条件、業務工程の確認及び調整、業務計画の確認及び設計変更
に関する確認・調整等を行う会議（以下、「調整会議」という。）を開催するものとする。調整会議の開催
時期は、受注者が設計図書の点検を完了した業務着手前を基本とするが、調査職員と協議し決定する
ものとする。なお、履行途中において開催が必要と判断された場合は、複数回開催することもできる。
　会議の開催は、「業務品質確保調整会議実施要領」に基づき行うものとする。

　本特記仕様書に記載なき事項及び本業務の遂行上疑義が生じた場合は、調査職員と協議するものと
する。

－以上－

設計変更等について
　設計変更等については、業務契約書第１８条から第２６条及び港湾設計・測量・調査等業務共通仕様
書本編１－２３から１－２５などに記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについて
は、「契約変更事務ガイドライン」（国土交通省港湾局）を参考とするものとする。
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（１）

（２）

有義波高・周期、風向風
速経時変化図及び表

台風接近時：１時間以下

台風時の潮位情報 別表－３参照  潮位経時変化図及び
表

台風接近時：１時間以下

長周期波の予測 別表－３参照 長周期波高
周期別波高
（30－60ｓ、60－300ｓ）

２日先まで：１時間以下

別表－３参照

[別表－１]

広域における波浪等予測

情　報　名 領域・地点 表示形態 表示間隔等

海上風予測 太平洋沿岸 風向風速の平面分布図
任意地点での風向風速
経時変化図及び表

 ３日先まで予測：予測
時間間隔６時間以下：予
測空間解像度６分以下

波浪予測 太平洋沿岸 有義波高・周期、波向の
平面分布図
任意地点での有義波高
経時変化図及び表

 ３日先まで予測：予測
時間間隔６時間以下：予
測空間解像度２分以下
リアルタイム全国港湾海
洋波浪観測データを用
いて補正を行う。

ナウファス地点波浪予
測

別表－４参照
　鹿島
　常陸那珂
　第二海堡

有義波高・周期、波向、
風向風速経時変化図及
び表

 ２日先まで：１時間以下
 ７日先まで：６時間以下
リアルタイム全国港湾海
洋波浪観測データを用
いて補正を行う。
波浪変形解析を行なう
こと

沿岸域における波浪等予測

情　報　名 領域・地点 表示形態 表示間隔等

波浪ポイント予測 別表－３参照 有義波高・周期、波向、
風向風速経時変化図及
び表

 ２日先まで：１時間以下
 ７日先まで：６時間以下
リアルタイム全国港湾海
洋波浪観測データを用
いて補正を行う。
波浪変形解析を行なう
こと

台風時の高波予測
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アメダス情報 日本全域及び各都道府
県

平面分布図
観測日表

１時間

海上警報 日本近海 平面分布図 随時

短時間降水予測 日本全域及び各都道府
県

平面分布図 1時間

天気予報 日本全域及び主要都市 天気、気温、
降水確率など

１日３回

天気図 北西太平洋域 平面分布図 実況：１日５回
予想：１日２回

気象衛星画像 日本周辺 雲画像 １時間

[別表－２]

情　報　名 領域・地点 表示形態 表示間隔等
波浪データベース 別表－3参照 経時変化図及び表 過去５年分以上

台風接近時には、過去
の類似の台風時の波浪
状況が迅速に検索でき
るようにする

波浪実況情報 日本沿岸 有義波高・周期、波向経
時変化図及び表

２時間以内

遠地地震情報 太平洋域 地震諸元
地震震度

随時

波浪周期別情報 別表－３参照 有義波高・周期、波向経
時変化図及び表

２時間以内

潮位実況情報 日本沿岸 掲示変化図及び表 １０分以下

異常潮位情報 日本沿岸 一覧表 随時

台風情報 北西太平洋域 台風情報
進路情報

台風接近時：１時間

地震情報 北西太平洋域 地震諸元
地震震度

随時

津波情報 日本沿岸 平面分布図 随時

警報・注意報 日本全域及び各都道府
県

一覧表 随時
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[別表－３]
波浪予測ポイント図

★：波浪ポイント予測、台風時高波予測、台風時潮位情報および長周期波予測
●：波浪ポイント予測、台風時高波予測および台風時潮位情報

★

★

茨城港常陸那珂港区

鹿島港

千葉港

●木更津港

●
横須賀港

●
川崎港

●

東京港

●横浜港

●
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[別表－４]
ナウファス観測地点図

ナウファス観測点と機器諸元

海象計：　超音波ドップラー式波浪計
水　 深：　基本水準面から海底面までの距離
設置高：　海底面から観測センサーまでの高さ

① 常陸那珂

② 鹿 島

③ 第二海堡

水深 設置高 水深 設置高
(m) (m) (m) (m)

36° 23′ 41″ 36° 23′ 41″

140° 39′ 12″ 140° 39′ 12″

35° 53′ 55″ 35° 53′ 55″

140° 45′ 14″ 140° 45′ 14″

35° 18′ 13″ 35° 18′ 13″

139° 44′ 50″ 139° 44′ 50″

30.3 2.2

海象計 24.0 0.9

海象計 31.8 0.7

波　　高　　計

機種

海象計

海象計

海象計

波　　向　　計

機種
北　　緯
東　　経

海象計

②

東　　経
北　　緯

0.7

0.9

2.2①

31.8

24.0

30.3

地点名番号

常陸那珂

鹿島

第二海堡③
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